
 
 

「信用取引の契約締結前交付書面」新旧対照表（平成２２年 7 月 23 日改正） 
 

下線を付した部分が改正点となります。

新 旧 

１～２             (現行どおり) 

３．委託保証金について 

(現行どおり) 

・委託保証金は、売買代金の30％以上で、且つ 30 万円以上が

必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の

種類、代用価格等は、別紙「代用有価証券の種類、代用価

格等」に定めるところによります。 

 

４．信用取引のリスクについて 

(現行どおり) 

(1)～(2)           (現行どおり) 

(3)信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算

上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりする

こと等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の25％

未満となった場合には、委託保証金率が28％以上となる金

額を発生日の翌々営業日の正午までに当社に差入れてい

ただく必要があります。 

(現行どおり) 

 

参考  信用取引の基本的な流れ 

 

●－－－－信用取引口座の設定－－－－● 

(現行どおり) 

●－－－－－－委託保証金－－－－－－● 

■ 売買代金の30％以上で、且つ 30 万円以上が必要です。 

(現行どおり) 

■ 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算

上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりするこ

とや代用有価証券の掛目が変更されること等によって、委託

保証金の現在価値が売買代金の25％未満となった場合に

は、委託保証金率が28％以上となる金額を発生日の翌々営

業日の正午までに当社に差入れていただく必要があります。

(現行どおり) 

 

別紙 2  代用有価証券の種類、代用価格等 

 

 委託保証金は、売買代金の30％以上で、且つ 30 万円以上が

必要です。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、

以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれ

の掛目を乗じた価格となります。 

 

(現行どおり) 

 

１～２             (省   略) 

３．委託保証金について 

(省   略) 

・委託保証金は、売買代金の33％以上で、且つ 30 万円以上が

必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の

種類、代用価格等は、別紙「代用有価証券の種類、代用価

格等」に定めるところによります。 

 

４．信用取引のリスクについて 

(省   略) 

(1)～(2)           (省   略) 

(3)信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算

上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりする

こと等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の30％

未満となった場合には、委託保証金率が33％以上となる金

額を発生日の翌々営業日の正午までに当社に差入れてい

ただく必要があります。 

(以下省略) 

 

参考  信用取引の基本的な流れ 

 

●－－－－信用取引口座の設定－－－－● 

(省   略) 

●－－－－－－委託保証金－－－－－－● 

■ 売買代金の33％以上で、且つ 30 万円以上が必要です。 

(省   略) 

■ 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算

上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりするこ

とや代用有価証券の掛目が変更されること等によって、委託

保証金の現在価値が売買代金の30％未満となった場合に

は、委託保証金率が33％以上となる金額を発生日の翌々営

業日の正午までに当社に差入れていただく必要があります。

(以下省略) 

 

別紙 2  代用有価証券の種類、代用価格等 

 

 委託保証金は、売買代金の33％以上で、且つ 30 万円以上が

必要です。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、

以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれ

の掛目を乗じた価格となります。 

 

(以下省略) 

 

以  上 
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